
姫路市社会福祉協議会の活動について

社会福祉法人

姫路市社会福祉協議会

地域福祉課 大西 洋

令和８年２月１２日

姫路市孤独・孤立対策

官民連携プラットフォーム交流会

～みんなで進めるつながりのまちづくり～



【理念】

個人が尊厳をもって、自立した生活が営めるよう支援する

【使命】

人とひとが手をつなぎ、いきいきとした生活ができる福祉
社会の実現

【基本方針】

個別の福祉ニーズの解決を通して、住民と共に福祉社会を
構築する



姫路市社会福祉協議会の組織体制

事務局

総務課

地域福祉課

総合相談支援課

介護プラン課

介護サービス課

人事・労務・財務

生活困窮者自立相談支援事業、
生活福祉資金、成年後見等

居宅介護支援事業、通所介護事業

訪問介護事業等

地域支援、ボランティア、
地域包括支援センター等
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地域の住民によって地域に必要な
福祉を考え、解決し、地域の一人ひとりが
安心して暮らしやすい福祉のまちづくりを
推進するための仕組み（組織）です。地域
の特性を活かしながら地域内の福祉課題、
ニーズに対して主体的・自発的に取り組ん
でいます。



ふれあい食事サービス事業

ふれあいネットワーク事業

子育て支援事業

ふれあいサロン事業

社協支部選択事業
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①ふれあい食事サービス事業

・地域の運営に携わるボランティアと会食す
ることにより、ふれあいの機会を提供しま
す。
・定期的に顔を合わせることにより、安否
の確認ができます。
・孤独感の解消を図ります。





②ふれあいネットワーク事業

・訪問することによって、安否の確認ができ
ます。
・対象者の孤立を防ぎ、不安感を取りのぞき
ます。
・対象者の課題を早期に発見し、生活の質
の維持向上を図ります。





③子育て支援事業

・子育てを共感し協力しあう仲間ができます。

・他の人の子育てを見ることで、自然に子育

てを学ぶことができます。

・保護者のちょっとした息抜きの場になりま

す。





④ふれあいサロン事業

・地域で暮らす誰もが気軽に集まり、仲間づ
くりの輪を広げます。
・地域の情報交換の拠点として参加者の不安
や悩みの解消を図ります。
・住み慣れた地域の中で安心して暮らせる地
域福祉の推進を図ります。





社協支部選択事業

社協支部ごとに「高齢者の集い」や、保育園児
との「世代間交流」、｢ボランティアの研修・育
成｣など、いろいろな事業を通じて地域でのふ
れあいの場を作っています。また、社協支部ご
とに、地域課題に対する取り組みを計画した、
小地域福祉活動計画の策定もすすめています。





相談支援



生活困窮者自立相談支援事業

（くらしと仕事の相談窓口）

姫路市内に居住している複合的な課題を抱えた生活困窮者の自立
を促進するため、包括的かつ継続的な相談支援を実施し、本人に寄
り添いながら解決の糸口を一緒にさがします。
必要に応じて関係機関と連携した就労支援を実施するとともに、地
域における就労の場を開拓する無料職業紹介所を運営します。
家計の“見える化”を通じて家計の状況を明らかにし、相談者が自ら
家計を管理できるよう支援する「家計改善支援事業」を実施します。

（姫路市受託）



生活福祉資金貸付制度

経済的な課題を抱えている低所得世帯や障害
者世帯等の相談に応じ、兵庫県社会福祉協議
会が実施主体である生活福祉資金貸付制度に
該当する場合は、申請等の相談支援を実施し
ます。

（兵庫県社協受託）



緊急小口資金

コロナにより収入が減少した世帯に対し、単身世帯
１０万円、複数世帯２０万円を上限に貸し付ける制度

総合支援資金

コロナにより収入が減少した世帯に対し、単身世帯
１５万円、複数世帯２０万円を上限に最長３か月貸し
付ける制度

新型コロナ特例貸付



貸付件数

姫路市：２３，８６８件 96億7651万円

兵庫県：２０万件 805億円

全 国：３８２万件 1兆4431億円

姫路市内すべての地区に

借受世帯が居住しています



日常生活自立支援事業

判断能力に不安のある方が、自ら利用する福祉
サービスを選択し、安心して地域で暮らせるよ
うに、福祉サービス利用の援助、日常的金銭管
理、通帳等の預かり等のサービスを提供します。
福祉サービスを中心として、日常生活において
本人が「自分で決める」ことを支援（意思決定支
援）します。

（兵庫県社協受託）



姫路市成年後見支援センター

専門職と連携して、成年後見制度に関する相
談に応じます。
権利擁護フォーラムや各種研修会の開催、パン
フレットなどの作成及び配布等を通じて成年
後見制度の普及啓発をします。
市民後見人等の養成研修を開催し、市民後見
人の活動を支援します。

（姫路市受託）



法人後見事業

認知症、知的障害、精神障害等により物事を判断す
る能力が十分でない方が住み慣れた地域で安心し
て生活をおくるために、姫路市社会福祉協議会が
法定後見制度に基づく成年後見人等になることで、
ご本人の財産や権利を保護し生活を支援します。
また、市民後見人の職務の監督や、指導及び助言を
行う後見等監督業務を実施します。



その他の事業



入退院等支援サービス事業

近くに頼れる身寄り等がいない要介護高齢者
を対象に事前に契約を行い、入退院等に必要
な支援を行います。契約後は、本人への定期的
な訪問や電話による状態の確認、必要に応じて
入院準備等支援を行うことで、不安を解消し、
安心して住み慣れた地域で暮らし続けられるよ
う支援します。



多機関協働



生活支援体制整備事業

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを感じな
がら安心して暮らせるよう、地域における課題
を整理し、地域住民のみなさんをはじめ、多様
な主体等とつながりながら、支えあいの体制づ
くりを推進することを目的としています。

（姫路市受託）



福祉教育の推進

市内の学校を対象に、社協支部や地域包括支援
センター、福祉施設等と協働し、地域福祉活動
の周知や理解を深め、将来の地域を支える力を
育んでいます。





居場所連絡会

コープこうべ第７地区本部、NPO法人生涯学習
サポート兵庫、納屋工房と居場所連絡会を組織
し、地域における課題解決に向けた取り組みを
しています。
「つなぐ制服おゆずり会」や「コミュニティ食堂
ネットワーク会」を定期的に開催しています。





姫路企業ボランティアネットワーク

姫路企業ボランティアネットワーク（通称 Ｖネッ
ト）は、企業の社会貢献活動やボランティア活動
の推進をしています。
令和４年度から、フードロス対策に基づき集め
た食料を生活困窮者等へ提供するとともに、相
談を希望する方は、総合相談支援課の生活困窮
者自立相談支援事業につなぎます。





コロナ禍以降の現在も
生活に困りごとを抱えて
いたり、お住いの地域や
ご自身の周りに相談する
相手がいない方等へ、
ＬＩＮＥを通じて様々
な生活応援情報を発信し
ています。



姫路市社会福祉協議会は、社協支部事
業及びその他の事業をとおして
「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残
さない社会」、「相互に支え合い、人と
人との「つながり」が生まれる社会」を
目指しています。



LINEスタンプができました。
（収益は地域福祉活動の推進に役立てられます。）

ホームページ LINE インスタグラムフェイスブックLINEスタンプ


